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熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録第 ４ 回

平成19年12月11日（火曜日）

午前10時１分開議

午前11時58分閉会
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(1)公共関与による管理型最終処分場の整備

について

(2)「有明海・八代海再生に係る提言」への
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(3)付託調査事件の閉会中の継続審査につい

て
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事務局職員出席者

政務調査課主幹 堀 田 政 一

議事課課長補佐 徳 永 和 彦

午前10時１分開議

○中原隆博委員長 それでは、おそろいいた

だきました。皆様おはようございます。

ただいまから、第４回環境対策特別委員会

を開催いたします。

それでは、11月に人事異動があっておりま

すので、自席から自己紹介をお願いいたしま

す。

冨田土木部次長。

○冨田土木部次長 土木部次長の冨田でござ

います。首藤下水環境課長が長期療養中のた

め、11月８日から、私の方が下水環境課長を

兼務いたしております。どうぞよろしくお願

いいたします。

○中原隆博委員長 それでは、執行部を代表

いたしまして、村田環境生活部長からごあい

さつをお願いいたします。

村田環境生活部長。

○村田環境生活部長 おはようございます。

委員会の開会に当たりまして、執行部を代表

して一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、産業廃棄

物処理施設の公共関与の推進及び有明海・八

代海の再生にかねてから格別の御配慮をいた

だき、深く感謝を申し上げます。

委員の皆様には、10月29日から31日にかけ

まして、滋賀県の公共関与施設でありますク

リーンセンター滋賀におけるこれまでの経緯

や建設の状況を御視察いただきました。また、

愛知県の三河湾にございます海域環境の保全、

改善や水産資源の回復のための国土交通省三

河港湾事務所によります干潟、浅場造成や愛

知県水産試験場による試験研究の取り組みを

御視察いただきました。

執行部といたしましても、今回の視察結果

を参考にいたしまして、今後の公共関与の推

進及び有明海・八代海の再生に向けた取り組

みに生かしていきたいと考えております。

本日は、両付託調査事件に係る取り組みに

つきまして、進捗状況及び今後の予定につき

まして、前回の委員会から進捗した項目につ

きまして関係課長から御説明をいたしますの

で、よろしく御審議をいただきますようお願

い申し上げます。

また、有明海及び八代海を再生するための

特別措置に関する法律の一部改正の動き、そ

れから平成19年度のノリ養殖状況、さらに、

八代海における魚類養殖漁場の底質調査の結

果につきましてもあわせて御報告いたします

ので、よろしくお願いを申し上げます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、お手元に配付の委員会次第に従

いまして、付託調査事件を審議させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

まず、議題１、産業廃棄物処理施設の公共

関与推進に関する件及び２、有明海・八代海

の環境の保全、改善及び水産資源の回復等に

よる漁業の振興に関する件について、一括し

て執行部から説明を受けまして、その後質疑

は議題ごとに行ってまいりたいと思います。

かよう御承知おきを賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

まず、１でございますけれども、産業廃棄

物処理施設の公共関与推進に関する件につき

まして、説明をお願いいたします。

本田廃棄物対策課長、どうぞ。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

お手元の説明資料の２ページの方をお開き

いただきたいと存じます。

まず、１番の最近の取り組みといたしまし
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て、９月議会以降の主な取り組み経過につい

て記載をいたしております。

まず、(1)地元説明の……

○中原隆博委員長 どうぞ着席のままで御説

明をお願いいたします。

○本田廃棄物対策課長 ありがとうございま

す。座って説明させていただきます。

まず、(1)の地元説明の経過でございます

が、今後実施を予定いたしております、環境

アセスメントにおきます本格的な調査に先立

ちまして、まず、建設予定地周辺の井戸、お

よそ20カ所程度につきまして、水位あるいは

井戸の深さ等を予備的に調査いたしますため

に、地元に協力を依頼しておるところでござ

います。

10月13日には、南関町の地元の対策委員会

の方へ、同18日には南関町の議会の方へ、同

26日には和水町の議会へ、そして11月17日に

は南関町米田区の住民の方々へ、それぞれ調

査内容等について説明をいたしまして、御協

力をお願いしておるところでございます。

それから、この資料には記載をいたしてお

りませんけれども、和水町の地元の対策協議

会の役員の方々へも井戸の調査をお願いして

おりまして、いずれの調査につきましても御

了解をいただいているところでございます。

それから次に、(2)の事業主体となります

財団法人の設立についてでございますが、10

月16日に、構成団体の代表14人によります設

立発起人会を開催いたしたところでございま

す。

財団法人の寄附行為、あるいは基本財産の

受け入れ、設立時の役員、評議員など、設立

認可申請に必要な事項につきまして御審議を

いただき、すべての事項について原案どおり

御了承をいただいたところでございます。そ

の後、県を初め各団体に必要書類の提出、出

捐金の払い込み等をお願いいたしまして、12

月７日付で知事の設立許可がおりたところで

ございます。

次の２ページから３ページにかけまして、

財団法人の概要を記載いたしております。

①、②の名称、設立目的につきましては、

ここに記載をいたしておるとおりでございま

すが、③の基本財産につきまして、若干補足

説明をさせていただきたいと存じます。

まず、市町村につきましては、県下48市町

村で計100万円の出捐金を目標といたしてお

るところでございますが、９月の委員会でも

御報告をいたしましたとおり、玉名地域の２

市４町が、当面、地元での大体の住民の方々

等の御理解をいただくまで出捐を見合わせた

いという意向がございます。

また、玉名地域以外の市町村の中で、熊本

市につきましては、市の12月の補正予算で御

対応いただくという予定になっております。

補正予算成立後に増資という形で出捐をいた

だき、受け入れをしたいという予定といたし

ております。また、阿蘇市、それから球磨郡

の錦町につきましては、今回、設立までにも

うしばらく考えさせていただきたいというこ

とで、出捐を得られていない状況にございま

す。

また、民間11団体の一部につきましては、

今年度中に当初予算でそれぞれ計上がなされ

てないところもございまして、全額一括での

出捐は難しいという理由によりまして、目標

額に達していない状況にございます。これら

目標額に達していない部分につきましては、

今後も引き続き協力を求めてまいる予定とい

たしておるところでございます。

次に、３ページの方をお願いいたしたいと

存じます。

④の業務内容につきましては、この資料に

記載のとおりでございます。

それから、⑤の役員、評議員につきまして

は、同じく資料に記載のとおりでございまし

て、県のかかわりといたしましては、役員と



- 4 -

して理事長と専務理事の２人、評議員といた

しまして２人の計４人が財団運営に参画をす

ることといたしておるところでございます。

今月中には、第1回目の理事会、評議員会を

開催したいと考えておるところでございます。

次に、今後の取り組みでございますが、

(1)の地元の理解促進に向けた取り組みでご

ざいますが、何よりも地元に御理解をいただ

くということが第一でございますので、現在

実施をいたしております基本設計等の内容を

活用しながら、地元の方々に御理解をいただ

きますよう、引き続き丁寧に御説明をしてま

いりたいというふうに考えておるところでご

ざいます。また、今年度中には、環境アセス

メントの方法書の作成業務に着手をいたした

いというふうに考えておるところでございま

す。

それから、(2)の廃棄物処理センターの指

定申請でございますが、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づきまして、公共関与の

事業主体となります財団法人等を、廃棄物処

理センターといたしまして、環境大臣が指定

をし、これに対しまして財政支援を講じる仕

組みがございます。今回設立をいたしました

財団法人が国庫補助等を受けられますように、

今後条件等を整えるために、速やかに指定申

請を行ってまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

(3)の地域振興策につきましても、地元の

方々の御意見等を踏まえまして、地域の振興

等に努めてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

以上、よろしく御審議のほどをお願いいた

します。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

、それでは、続きまして(2)でございますが

有明海・八代海の環境の保全、改善及び水産

資源の回復等による漁業の振興に関する件に

移ります。

まず、坂本環境政策課長に全体説明をお願

いいたします。

○坂本環境政策課長 環境政策課でございま

す。

○中原隆博委員長 座ったままでどうぞ。

○坂本環境政策課長 はい。５ページからが、

議題の(2)、有明海・八代海の環境の保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件でございます。

内容につきましては、６ページの方をお願

いいたします。

有明海・八代海再生に係る提言への対応に

ついてでございます。

平成16年の２月議会で、当時の有明海・八

代海再生特別委員会から示されましたこの提

言につきましては、前回９月議会の本委員会

で、提言に掲げられました施策ごとの取り組

み内容、現在の進捗状況及び今後の予定につ

きまして、全般的に御説明をさせていただい

たところでございます。

本日は、これらの施策のうち９月以降進捗

等のありました施策につきまして、資料でア

ンダーラインを引いております。その部分を

中心に各担当課の方から順次御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議をお願い

申し上げます。

○中原隆博委員長 ありがとうございます。

それでは、個別の説明に移らせていただき

ます。

まず、冨田土木部次長。

○冨田土木部次長 資料の７ページをお願い

いたします。

生活排水対策の中の助成制度の拡充等、市

町村に対する支援強化という項目でございま

す。
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これは、生活排水処理対策施設の整備促進

に係る制度の拡充を国に要望するという内容

でございます。

昨年度より、国の交付金事業によりまして

単独浄化槽の撤去費用が補助対象ということ

になっておりましたけれども、今回、補助の

対象エリアが有八特措法の指定地域に拡大さ

れまして、県内のほとんどの地域が適用可能

になったということで、これとあわせまして、

県費の補助を導入したという変更でございま

す。今後とも、制度拡充を国に要望していく

ことといたしております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 続きまして、林田水環境

課長。

○林田水環境課長 水環境課でございます。

着座のまま失礼いたします。

９ページをお願いいたします。

海域の環境への負荷を削減するという観点

から、生活排水や工場、事業場等の排水の水

質の監視を強化するために条例の改正をいた

しました。条例と規則を改正しましてやって

おるところでございます。

改正は、平成17年３月に改正いたしまして、

改正の内容でございますが、９ページでは、

201人槽以上500人槽以下の小規模のし尿処理

施設まで拡大するという規則を改正いたしま

した。

それから、10ページを飛ばしていただいて、

11ページでございます。

緑川水域や天草地域を加えまして、規制対

象区域を拡大する条例を改正いたしました。

それから、12ページでございますけれども、

米粉製造業など７業種に窒素と燐を規制対象

とします規則を改正しまして、この改正しま

した条例、それから規則を、改正しました平

成17年４月以降、施行されます平成20年４月

の施行に向けまして説明し、周知していると

ころでございます。現在までに、各種会議等

を利用いたしまして約1,400名、事業所の方

に説明いたしまして、施行がスムーズにいく

ようにやっていきたいというふうに思ってお

ります。

それから、10ページをお願いいたします。

普及啓発運動の展開でございます。

毎年、県民大会を開催しまして、環境保全

に関する普及啓発を図っております。昨年度

は八代市で開催いたしましたけれども、今年

度は、天草市で「天草の海から考える水環境

保全」をテーマにシンポジウムなどを開催し

まして、海の環境について理解を深めたとこ

ろでございます。引き続き実施してまいりま

す。

それから、14ページをお願いいたします。

法令の遵守、指導等でございますが、工場

や事業所などからの排水を継続的に監視して

いくわけでございますけれども、平成19年度

におきましては、現在まで214事業所を調査

いたしまして、17件に改善指導を行っており

ます。これも引き続き実施していくことにい

たしております。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、続きまして、高野畜産課長。

○高野畜産課長 畜産課でございます。

資料の16ページをお願いいたします。

家畜ふん尿の不適切処理の解消に関する提

言項目でございますけれども、現在の進捗状

。況(2)の部分が新たに追加になっております

現在、法対象農家、これは畜産農家ですけ

、れども、これが2,426戸あるんですけれども

この部分につきましては、平成17年11月末で、

野積み、素掘りにつきましては、すべて解消

しているような状況でございます。

そういった中で、家畜排せつ物の適切な処
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理を啓発するために、毎年11月を、畜産環境

月間といたしまして、畜産農家の巡回指導を

やっております。また、去る11月28日は、防

災ヘリを利用いたしまして、空からの監視活

動を行ったところでございまして、そのとき

の状況といたしましては、不適切処理は全く

見られなかった状況でございます。

続きまして、17ページをお願いいたします。

耕畜連携による堆肥の広域流通の項目でご

ざいますけれども、(2)の部分でございます

が、現在の進捗状況といたしましては、畜産

の主産地であります菊池地域の堆肥を、耕種

農家の主産地であります熊本、阿蘇、八代を

重点地区に設定いたしまして、ＪＡ間の広域

流通を進めておりますところでございますけ

れども、本年新たに菊池と上益城地域との広

域流通が締結されまして、約30ヘクタールの

水田へ堆肥大体600トンぐらいになるかと思

いますけれども、その堆肥と稲わらの交換、

これを開始しているようなところでございま

す。

また、去る12月４日でございますけれども、

平成19年度の堆肥コンクールを開催いたしま

して、この堆肥コンクールは、平成９年から

開始しておりまして、今回が11回目になるわ

けでございますが、当時は出品の方も47点と

非常に少なかったわけですけれども、毎年毎

年増加しておりまして、今回は152点まで増

加しております。その堆肥の品質におきまし

ても、平成９年ごろは未熟が約23％ありまし

たけれども、今回は１％ということで、ほと

んどが完熟、中熟の堆肥に変わってきている

ような状況でございます。

特に、今回のコンクールの中では、耕種農

家が好む堆肥をいかに生産していくのか、そ

ういった部分をテーマにいたしまして、審査

員に耕種農家の方を加えまして、堆肥の品質

向上に努めております。

今後の予定といたしましては、今後堆肥の

流通が最も期待できる水稲部会、こちらを対

象にいたしまして、菊池の堆肥センターの見

聞会を行いまして、堆肥の広域流通を推進し

てまいりたいと思っているような状況です。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、続きまして、堤水産振興課長。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

18ページをお願いいたします。18ページの

上の段の方でございます。

養殖場対策についてでございます。

この取り組みでございますが、漁場改善計

画につきまして、平成20年までに全漁場で策

定をするというものでございます。

その進捗状況でございますが、ノリ養殖場

につきましては、平成16年までに全漁場で策

定が終わっておるわけでございます。魚類養

殖場につきましては、平成19年の10月までに、

103漁場がございますが、そのうち93の漁場

で策定が終わったところでございます。

今後の予定でございますが、魚類養殖場に

つきましては、まだすべて終わっているわけ

ではございませんので、平成20年までに、す

べての魚類養殖場で策定されるように、関係

漁協を指導してまいります。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

続きまして、岩下水産研究センター所長。

○岩下水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。

19ページをお願いいたします。

複合養殖技術の開発でございますが、これ

は、県内に生育しておりますクロメを用いま

して、環境負荷を低減できる複合養殖技術の

確立を図るものでございます。

これまでの試験の結果から、クロメの生長、

あるいは食害防止等の技術開発、さらにはク
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ロメの窒素や燐の回収量といったものの知見

が得られてきておりますので、採苗から養殖

までのマニュアルを本年度作成いたしまして、

この課題を終了する予定で進めております。

そこで現在、10月から、クロメの採苗につ

きまして、残された若干の課題、例えば採苗

時の条件等、補足的な技術開発を行っている

ところでございます。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、続きまして、織田森林整備課長。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

21ページをお願いいたします。

ボランティア活動への支援でございます。

現在の進捗状況でございますが、大津町、

山江村、八代市に設置しておりますみどり世

紀の森におきまして、地元市町村等と連携し

て間伐などの森林ボランティア活動を行って

おりまして、９月以降では、大津町のみどり

世紀の森におきまして、下刈り等の活動を実

施しております。

また、森林インタトラクターの協力を得ま

して、県で実施しております森林自然観察・

体験教室につきましては、９月以降、２回開

催しておりまして、合計で12回の開催となっ

ております。

今後の予定でございますが、森林自然観

察・体験教室につきまして、年度内にさらに

３回の開催を予定しております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

続きまして、久保田漁港漁場整備課長。

○久保田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課

でございます。

24ページを説明いたします。

漁場環境改善の一環といたしまして、干潟

の耕うん、それから作れい、覆砂、藻場造成

などの事業を実施しておるところでございま

すけれども、(3)の今後の予定の中におきま

して、②藻場造成でございますけれども、そ

の後の事業の進捗によりまして正確な数値が

把握できましたので、説明をいたします。

平成19年度事業で、上天草東地区で７ヘク

タール、有明地区で34ヘクタール、上天草南

地区で33.4ヘクタールの増殖場を造成するこ

とといたしております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

続きまして、坂本環境政策課長。

○坂本環境政策課長 環境政策課でございま

す。

27ページをお願いいたします。

海砂利採取への対応のうち、海砂利採取の

縮小についてでございます。

(2)現在の進捗状況の２段落目に記載をい

たしておりますが、海砂利採取への対応につ

きましては、県議会からの採取縮小という提

言をいただきまして、本年３月に、県といた

しまして、海砂利採取の縮小を継続するとい

う方針を決定いたしたところでございまして、

既に議会にも御報告したところでございます。

現在、この方針を具体化するため、関係課

による検討会議におきまして、県独自の削減

計画の策定について検討を進めているところ

でございます。

海砂利採取の削減について、予防的な措置

といたしまして、採取に対する監視や状況の

変化に応じた見直し等を講じながら、平成20

年度から５カ年の段階的な採取総量の規制を

実施することとしたいと考えております。

今後、来年度からの実施に向けまして、で

きるだけ早期に取りまとめたいと考えており

ます。
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続きまして、29ページをお願いいたします。

抜本的な干潟等再生方策の検討でございま

す。

アンダーラインの部分でございますが、国

におきまして、本年度、八代海北部海域をモ

デルとした調査、これは環境の保全、改善の

ための一体的な基盤整備の方策を検討するた

めの調査でございますが、この調査が実施を

されているところでございまして、引き続き、

本調査に関する情報収集を行っていくことと

いたしております。

また、下段のアンダーライン部分でござい

ますが、平成18年度から取り組んでおります

干潟等沿岸海域再生推進事業といたしまして、

講演会と意見交換会を来年の２月八代市で、

それから沿岸漁業体験実習セミナーを、今月

12月22日、宇城地区で開催することとしてい

るところでございます。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、もう一度久保田漁港漁場整備課

長。

○久保田漁港漁場整備課長 32ページを説明

いたします。

漁業の振興といたしまして、栽培漁業及び

資源管理型の漁業を推進しておるところでご

ざいますけれども、その中で覆砂などによる

、漁場環境の改善の(3)でございますけれども

今後の予定の中の藻場造成につきまして、先

ほど24ページで申し上げましたけれども、３

つの地区におきまして増殖場を造成すること

といたしております。

次に、続きまして33ページを説明いたしま

す。

藻場造成、それから魚礁設置による漁場造

成、それと連携いたしました栽培漁業や資源

管理を推進しておるところでございますけれ

ども、その中の(3)の今後の予定におきまし

て、マダイを対象といたしました増殖場を、

32ページと同じでございますけれども、合計

いたしまして74.4ヘクタールを造成すること

といたしております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、続きまして、堤水産振興課長。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

35ページをお願いいたします。

栽培漁業における複数県による広域連携の

推進についてでございます。

この取り組みでございますが、マダイとか

ヒラメ、クルマエビの放流に関しまして、広

域連携を推進するものでございます。

この進捗状況でございますが、マダイとか

ヒラメにつきましては、平成17年度から鹿児

島県と共同で標識放流を実施しておりまして、

今年度は、熊本県が７万尾、それから鹿児島

県が５万尾のヒラメの放流を終わったところ

でございます。それから、クルマエビでござ

いますが、平成15年度から、毎年1,000万尾

の放流を目標といたしまして、有明海沿岸の

４県で共同放流を実施しておりまして、こと

しも既に10月までに放流を完了したところで

ございます。

今後の予定でございますが、マダイとかヒ

ラメにつきましては鹿児島県と、それからク

ルマエビにつきましては、有明海沿岸の３県

と連携をいたしまして、放流の効果を明らか

にするための資料の収集とか、あるいは解析

を行ってまいります。

以上でございます。

○岩下水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。

最後の45ページの上段の有明海、八代海再

生の研究の重点化でございます。

これは、試験研究の効果的、効率的な成果
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を上げていくための水産研究センターの調査

研究体制の充実でございますが、これまで、

センター内の浅海干潟研究部等の組織の充実

を図ってまいりましたが、あわせまして、研

究の中身につきまして、本年度10月には、水

産研究センター研究評価会議を開催いたしま

して、学識経験者あるいは漁業者等の外部の

委員会等の評価、助言を受けたところでござ

います。今後も、効果的、効率的な調査研究

に努めてまいりたいというふうに思っており

ます。

以上です。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

以上で執行部からの説明が終わったわけで

ございますけれども、まず、産業廃棄物処理

施設の公共関与推進に関する件について質疑

を受けたいと思います。

○城下広作委員 財団設立のときに、基金の

目標なんですけれども、これは当然、最初か

ら目標額を達成してスタートするという形で

取り組んできたと思うんですけれども、特に

市町村の部分で、12月の議会で補正に上げる

とかいろいろありますけれども、当初、大体

この時期だから、もともと対応できていると

ころもあるわけだから、こういうのはできな

かったんですかね。特に、市町村なんですけ

れども。

○本田廃棄物対策課長 それぞれの市町村の

方で、もちろん、例えば予算流用であります

とか、あるいは予備費でありますとかという

形での御対応をいただいて、そのまま財団の

方へ出捐をいただいているという市町村も、

今御指摘のとおりございます。

ただ、熊本市におきましては、先ほど御説

明いたしましたとおり、補正予算対応でやり

たいということでございましたものですから、

12月の補正予算成立後に財団の方へ増資とい

う形で、これを出捐したいということで承っ

ているところでございます。

それから、玉名地区の２市４町につきまし

ては、９月議会で御説明をしましたとおり、

地元の方の理解が進むまでもうしばらく出捐

を見合わせていただきたいという分で、当初

から２市４町につきましては出捐を見送った

経緯がございます。

そのほか、1市1町の対応がございますが、

それにつきましては、地元の住民の方々への

対応、あるいはそれぞれ首長のお考えで、も

うしばらく出捐についてちょっと考えさせて

いただきたいという御意見を賜りましたもの

ですから、その分につきましては、今後その

辺でこちらの方からも御理解をさらに求めて

まいりたいというふうに考えておりますし、

また、できるだけ早急に御出捐をいただける

ように、働きかけをしてまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。

○城下広作委員 公共関与という大事なこと

をするのに、まず、地元の自治体とかなんと

かが理解をしないで、今からやろうなんて話

は――大体できるわけがないですよ、やっぱ

り。一番最初に理解をするのは、まず自治体

ですよ。そこが、まず一生懸命やるよという

ような形で取り組んでいく姿勢がないと、そ

れはそのことを――また住民は、結果的に足

元を見て、まだまだいろいろ反対しようかと

いう形になるから、まずは、この基金を設立

するときに、やっぱりみんな歩調を合わせる

というか、そこまでやるというのが当たり前

の順番じゃないですか。どうですか。

○中原隆博委員長 もう一度、廃棄物対策課

長。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

この事業の必要性等につきましては、地元
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の２市４町におかれましても、十分に必要な

事業であるということについて、地元の首長、

それから議会の方々についても、御理解を賜

っているところでございます。

ただし、まだ地元の方々への、そうしたす

べて受け入れ同意という形まで至ってない段

階において、地元がこの財団へ出捐するとい

うことについて、まだいかがなものかという

ような御判断があって、その辺、できれば今

後、環境アセスメントを約３年間かかって進

めていくという予定にいたしておりますが、

その経過の中で、地元に御説明をしながら、

地元住民の方々への御理解を深めていただき

ながら、その後環境保全協定等を地元と結べ

るような段階を見越すことになれば、そうし

た出捐というものについても可能になるので

はないかというようなことで、御判断をいた

だいたものというふうに考えておるところで

ございます。

○城下広作委員 特に今度は、南関とは離れ

た地域の市町村なんかは、また逆に言えば、

自分のところにもそういうのがあるのではな

いかという心配で入ってないという感じも見

受けられるんですね。ほかの候補地になるか

なと。

結果的には、そういう行動が、逆に言えば、

だんだんできにくくなるというか、最初から

行政側が引くという感じに受けとめられると。

そうすると、結果的には、うちはだめですよ

ということを言ってもいいというような格好

になる。だけど、受け入れ手もちゃんとある

わけですよ、やっぱり。財団は財団で別だと

いうことの立て分けはしとかないと。これは

これで一緒で、セットで何か反対しているみ

たいな形に映っても仕方がないということだ

から、あえてそういう話をしているんです。

これはしっかりとやっぱり趣旨の部分は御理

解をしていただかないと、ほかの人に、逆に

協力するところに差ができて申しわけないで

すよ、やっぱり。

それとあわせて、排出団体の部分ですよ。

この団体も一緒ですよ、やっぱり。結局出す

側の部分にもなるわけですから、そこもちゃ

んと自覚をしないと。予算をまだ最初から組

んでないとかという話、これも時期的にはも

ともとわかっていたことですから、やっぱり。

これは当然、予算を計上するのは当たり前の

ことであって、この辺も、関係団体がどこか

わかりませんけれども、それはしっかり言っ

ていただかないと。どこかにつくらないかぬ

というのはわかっとるわけですから、ぜひよ

ろしくお願いします。

以上です。

○中原隆博委員長 要望でいいですか。

○城下広作委員 はい、要望でいいです。

○中原隆博委員長 ほかに。

○岩中伸司委員 今のやつで、確かにいろい

ろ、ある意味では迷惑施設というような受け

とめ方をするところがあるんだろうと思うん

ですが、今報告を聞いていて、阿蘇市と錦町

は、やっぱりそういう背景というか、その辺

はどういう感じを持っていらっしゃいますか。

○本田廃棄物対策課長 私どもも、それぞれ

首長さんの方にお会いいたしまして、もちろ

ん御協力をお願いして回ったところでござい

ますが、阿蘇市の方におかれましては、今、

城下委員の方からもお話がございましたが、

なかなか、やはり地元のまだ反対の御意見が

ある中で、ほかのところが出捐をするという

ようなことに対しては、まだいかがなものか

なということで、もうしばらく慎重に考えさ

せていただきたいというようなお話でござい

ました。ただ、公共関与の事業の必要性とい

うものについては、もうこれは十分わかると
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いうことで御理解をいただいておるところで

ございます。

それから、錦町の方につきましては、これ

も今お話がございましたように、今、最終的

な候補地が８カ所ございまして、そのうちの

1カ所が錦町にございます。そうした中で、

地元にはなかなか持ってきてほしくないとい

うようなお話の中とあわせまして、地元の方

で――そしてもう一つは、水質の方の汚染の

心配というような形で、実際今、これは公共

関与とか廃棄物ではなくて、硝酸性窒素の濃

度が若干高くなっているというような状況も

ございまして、なかなかその辺、今この廃棄

物処分場についての出捐をするというような

形については、もうしばらくちょっとその辺

は慎重に対応させていただきたいというよう

なお話を伺っているところでございます。

○岩中伸司委員 説明を聞けば、まあ言われ

ることも一理あるかなと思うんですけれども、

例えば錦町の場合も、廃棄物処理場の候補地

の一つにあるということもあると思うんです

が、今の答弁だと、硝酸性窒素がやっぱり今

出ているということ、これがやっぱりいわゆ

る肥料、堆肥、そういう関係が物すごく強い

んじゃないかと思うんですね。

それと、やっぱり阿蘇と錦町も、南関のこ

とを、今回の指定地を自分のところに置きか

えた考え方を、かなりやっぱり強く持ちなが

ら配慮されているということで理解をしてい

いですね。大体そういうことですね。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

阿蘇の場合は、８カ所の予定候補地は抱え

ておりませんので、いわゆる、地元住民の方

々の反対運動が、まだなされているというこ

とをおもんぱかっての慎重な御対応だろうと

いうふうには考えております。

確かに、錦町の方につきましては、今、岩

中委員がおっしゃいましたようなところでの

御心配も多分にあるかとは思いますが、ただ、

少なくとも、これは全県的な対応で必要な社

会的資本の整備だということについては、そ

れぞれ両市町ともに御理解をいただいている

ところでございますので、今後も引き続き、

協力を呼びかけてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

○岩中伸司委員 大体それで何とか頑張って

もらえば前向きにいくだろうと思います。一

番の問題は、やっぱり地元だろうと思います

ので、先ほどの井戸の調査20カ所を、これを

協力依頼をされて――それはスムーズにいき

そうですかね。

○本田廃棄物対策課長 この井戸の調査につ

きましては、これはもうぜひやっていただき

たいということで、地元の方からも強い要望

があっておりますので、むしろことしは、先

ほど御説明をいたしましたとおり20件程度で

ございますけれども、将来的環境アセスメン

トを進める作業の中におきましては、地元の

御要望に即した形で、そうした水質調査等に

ついても充実を図ってまいりたいというふう

に考えておるところでございます。

○村田環境生活部長 600万の満額の状態で

スタートできなかったというのは、ある意味

でちょっと残念なところもあるんですが、た

だ、それぞれの御事情があって、例えば団体

の方では、やっぱりこれは財政難で、済みま

せんが分割でお願いしますという、それぞれ

の事情の苦しさもある。余り大きな金額には

しなかったので、そこら辺は一発でというふ

うな気持ちもあったんですけれども、まあ余

りそこは――参画はいただいておりますので、

ある程度のもうかと。

市町村につきましては、基本的には財団を

つくることには異論は申されておりませんの



- 12 -

で、それぞれの立場もある程度理解を示しな

がら、できるだけ、今、城下委員がおっしゃ

ったような考えのもとで、早期に参画をいた

だくような努力は続けていきたいと思います

けれども。

実は、600の全体像で言いますならば、認

可する条件としては、財団法人の改正あたり

も含めて、その半分程度あればできるという

読みが片方でもあったものですから、そうい

うものも読みながら来たのが、実は正直なと

ころですけれども、基本的には、精神論とし

ては、今、城下委員の御指摘のような、ある

いは岩中委員の御指摘のようなところで、執

行部として努力をしていきたいというふうに

考えております。

○森浩二委員 ちょっと確認事項ですけれど

も、この周辺で、今、道路改良が行われとっ

とですよ、町で。まだ全然、周辺整備には予

算は出してないですよね。みんなから聞かれ

るもんだけんですね、もう始まったとかいと

いうような感じでですね。まだ全然出してな

いですよね、予算。

○中原隆博委員長 これは廃棄物対策課長。

関連ということで、お答えできる範囲で。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

いますが、この公共関与に関連しての道路改

良事業という形でのことではなくて、あくま

でも、公共事業の土木建設サイドの事業の計

画にのっとっての着手だというふうに理解し

ております。

○中原隆博委員長 よろしゅうございますか。

ほかに。

○児玉文雄委員 ちょっと、ここの資料の中

には載っていませんが、大変関係のあること

だから。菊池にある九州産廃、たしかあれは、

５年前倒しの25年という契約がなされておる

わけですね。あれは、今でもそういうふうに

する方針は変わらないのかどうなのか、ちょ

っとお聞かせください。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

今御指摘のございましたことは、４年前倒

しで、平成26年までの操業とするという形で、

実は昨年度末、今年の３月でございますが、

それに従いまして、菊池市の方とそれから県

との方で操業短縮の補償協定というものを締

結いたしております。

したがいまして、その補償締結に従いまし

て、操業短縮等の補償も菊池市と熊本県の方

で補償するということにいたしておりまして、

その方向で進むということについて、方針と

しては確定をしておるところでございます。

○児玉文雄委員 その確認をしたわけですが、

私は５年間と思とったら、４年間ですか。４

年間の営業補償費も払わなきゃいかぬわけで

すよね。しかし、今のペースで公共関与型の

設置が――今からアセスも出さなきゃならぬ。

アセスも３年はかかる。工事が恐らく２年ぐ

らいかかるんじゃないかと。工事する前には、

やっぱり用地取得とかいろいろ、調査もあれ

ば、用地も買わなきゃいかぬと。そうすると

時間切れになる。間に合わないような可能性

も私は大いにあると思うんだけど、そこらあ

たりは絶対間に合うという自信を持ってやっ

とらるっとですか。どうですか。

○本田廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。

今御指摘のとおり、これから環境アセスメ

ントに約３年かかります。それから、その中

で、もちろん地元の御理解を得るための御説

明等についても進めていくわけでございます

けれども、今のそうした用地取得、それから
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実施設計、建設工事等、今、最短のスケジュ

ールでいきますと、大体予定といたしまして、

平成25年度に一応竣工いたしまして、操業が

開始できる予定でございます。ですから、そ

うした形で、私ども非常に、今御指摘のあり

ましたように、九州産廃の方が、平成26年度

いっぱいという形で、約１年度ぐらいの余裕

しかないわけでございますが、そうしたこと

に間に合うように、一生懸命取り組んでまい

りたいというふうに考えておるところでござ

います。

○児玉文雄委員 公共関与でやるということ

を決定した17年度の許容能力がないと。だか

ら、もうこれは公共関与型でつくらにゃなら

ぬと。この話もかなり――17年は２年前です

かね。２年か３年前の話ですが、もうくりく

り変わっているわけですよ。そういう状態で、

片一方は26年でやめる、それまではつくると。

そして、さっきの出捐金の問題ですが、私

は、城下さんが言ったように、地元町村が出

資しなくて、ちょっと待てと。何かそこらあ

たりが、私はぴんとこないんですよね。地元

は協力しますと、地権者とは別ですよ、地元

という今の表現は。何かしら、そうしたらま

あ、ちょっとうちあたりも検討しようとか。

例えば、阿蘇市と南関と何が因果関係のあ

るですか。菊池を越えて、鹿本を越えて、そ

の先が南関ですよね。そして、これを出捐せ

ぬというのは、みんなわかってるわけですよ

ね。特に行政が、今、最終処分場の持って行

き先がわかっているのに、何かそういう言い

方というのは納得できませんし、25年度まで

できるかというのは、これも今までの経緯か

ら考えて不安であるということ。

これはちょっと先の話というか、26年度は、

これはちらちら耳に挟んでおったんだけど、

九州産廃には所得補償をしなきゃいかぬとで

しょう。聞く話では、菊池と熊本県がその立

会人だから30億円のお金が要る。そういう金

はどこにありますか、今の県に。

○本田廃棄物対策課長 先ほどの４年間の操

業短縮に伴います補償協定におきましては、

操業短縮の補償で、総額約12億の操業短縮の

補償をいたすことになっております。そのう

ち、12億のうちの半分ずつでございますが、

約６億ずつを、熊本県とそれから菊池市の方

がそれぞれ負担をするという補償協定の内容

になっておるところでございます。

その６億につきましても、今後、いわゆる

財源といたしましても、議会等にお諮りをし

ながら進めてまいりたいというふうに考えを

いたしておるところでございます。

それから、地元の方の御理解につきまして

も、先ほど部長の方からもお答えをさせてい

ただきましたとおり、地元といたしましては、

もう本当にその辺、この公共関与事業の推進

の必要性については、御理解をいただいてお

るところでございます。

そうした中で、やはり地元の住民の方々へ

の御配慮、そして私どもももちろんその辺、

理解の促進等には、今後も一生懸命努めてま

いる予定にいたしておりますが、そうした中

で補償協定等を結べるという見通しが立った

時点におきましては、これは出捐をさせてい

ただきたいというようなお話も伺っておりま

すので、一日も早くそうしたことにつながる

ように努力をしてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

○児玉文雄委員 つい最近、玉名振興局に行

ったところ、今、福島前廃棄物対策課長が―

―課長だったかな。彼に、あんた今ここに来

とっとか、おまえはあれだけ産廃のことでい

ろいろやりよって、もう主はここさん来たつ

か、責任放棄じゃないかというようなことを

言ったんだが、私は、こういう大きなプロジ

ェクト、難しいプロジェクトをやるときに、

やっぱりもう少し人事も考えないと、この事
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業そのものは、もう当初から、ここに指定し

た時点から継続性があるわけなんですよ。役

人は、全部２年で交代していくだろう。これ

じゃ私は難しいと思うよ、この完成が。そこ

らあたりも、やっぱりもう少し部長考えて、

２年とか３年で出ていくようなやり方、これ

は責任放棄につながると思いますが、いかが

ですか。

○村田環境生活部長 非常に長い時間と、そ

れから、非常に困難性を伴うプロジェクトで

ございますので、今おっしゃった視点はもっ

ともでございます。一番頭を悩ませるところ

でございます。

人事課がそうだったかどうかは別にしまし

て、幸いに前任者は玉名に配置になりました

ので、このような布陣ではないかというふう

に、一部地元では見られている向きもござい

ますが、ただ、今御指摘のあった点はもっと

もでございます。そういう、心得ながら人事

当局とも折衝したいと思います。

○児玉文雄委員 ひとつ頑張ってください。

○田大造委員 研修で滋賀クリーンセンタ

ーの方に、皆さんと一緒に視察に行かせてい

ただいたんですが、すごく勉強になった点が

ございます。

それは、県を挙げて、住民の方に、滋賀県

は環境を大切にしますと、物すごいそういう

メッセージを発するのがうまいのかなと。滋

賀クリーンセンターというのは、住民との対

話を20年くらい続けて、ようやく処分場がで

きると。

熊本県で、私が県議になりましてこういう

のを見てますと、数ある政策の中の一つに、

皆さんが一生懸命頭を悩ませてると。もう一

段階上の段階に、政策として、熊本県が環境

は守りますよと、そういうメッセージを住民

は求めてるんじゃないかなと考えます。その

辺どういうふうになっているのか、お聞かせ

くだされば……。

○中原隆博委員長 これは環境生活部長かな。

総体的なお話でございますので、どうぞ。

○村田環境生活部長 私ども、この特別委員

会もそうですけれども、有明海、八代海を守

ろう、あるいは、環境立県という言葉もあり

ますように、積極的に環境の大事さをもっと

訴えていかなければならない、あるいは、今、

温暖化の中で、今のように議会の中でも御議

論がありました、後手後手になっているんじ

ゃないか、もうちょっと積極的にやるべきで

はないか、そういうメッセージが、県として

は見えないんじゃないかという御批判もござ

います。

そういう中で、より進んだ意味で環境とい

う視点を大事にしながらいかなければならな

い。まさに、この特別委員会がそういう目的

だろうと思っておりますので、まさに滋賀県

の例は、いい例にはなろうかと思います。

滋賀県は、琵琶湖という、世界的に琵琶湖

をどう守るかというメッセージを、非常にう

まくやられた成功例の一つだろうと思ってお

ります。そういう中で、産業廃棄物、あるい

は一般廃棄物もそうですけれども、どうする

か。

現実に総論はわかっていても、自分のとこ

ろでつくるとなると、迷惑施設として反対す

るという今の空気の中ですので、そういう中

で、公共関与の問題も浮上してきて、県も市

町村もかかわる中で、最後まで面倒見ましょ

うと。廃棄物処分場は、20年、30年面倒見て

いかないかぬわけですので、一部民間業者が

倒産して、後は知らないということが絶対な

い、そういう安全、安心の中でやらせていた

だきたいというようなこともございました。

廃棄物行政にかかわらず、今の地球温暖化

あたりも含めた、そういうトータル的な訴え



- 15 -

方をしていくように、今後もやっていきたい

というふうに思います。

○中原隆博委員長 よろしゅうございますか。

ほかに。

○鬼海洋一委員 11ページ、12ページ……。

○中原隆博委員長 これは、後ほど議題を変

えていきますので。

公共関与で何かほかにございませんか。

○内野幸喜委員 先ほど、出捐金、市町村の

内訳をちょっとお聞きしたんですが、この排

出事業団体11団体の中で、どこの団体がまだ

なのかというのを、もし差し支えなければ教

えていただきたいと思います。

○山口公共関与推進室長 お手元の資料２ペ

ージでございますけれども、一番下の③の団

体の中で、右側の方……。

○中原隆博委員長 ２ページですね。下段…

…。

○山口公共関与推進室長 ２ページでござい

ます。はい、下段。

県の工業連合会、それから県の商工会連合

会、それから県の中小企業団体中央会におか

れましては、御出捐はいただいておりますも

のの、財政上の都合で、ちょっと一どきには

ということで、御参画はいただいているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○中原隆博委員長 よろしいですか、内野委

員。

ほかに。

それぞれ建設的な意見が出たわけでござい

ますけれども、特に当該地でございます２市

４町、これについては、引き続き精力的に頑

張っていってもらいたいと思いますし、阿蘇

も、今、児玉委員の方から御指摘がございま

したように、隣接地じゃないわけですね。も

う少しその辺を説得して、同調いただけるよ

うに、ぜひ協力を要請してください。

それでは、続きまして、有明海・八代海の

環境の保全、改善及び水産資源の回復等によ

る漁業の振興に関する件について、皆様方か

ら質疑を受けたいと思います。

○鬼海洋一委員 上乗せ規制適用区域……

○中原隆博委員長 もう一度、何ページのど

の部分。

○鬼海洋一委員 11ページですね。

排水対策で、上乗せ規制適用区域と、それ

から対象項目の追加ということで、ここで取

り組み状況を説明していただいているわけで

すけれども、この件について、関係する事業

所等の協力、理解というのが非常に不可欠な

問題だというふうに思っているんですが、こ

こには1,400人の事業者に周知を図ったとい

うことで書いてありますが、この規制区域の

拡大や、あるいは、対象項目の追加によって

さまざまな事業所でかなりの問題点も出てき

ているんじゃないかというふうに思うんです

が、現在の取り組み状況について御説明をい

ただきたいと思います。

○林田水環境課長 水環境課でございます。

平成17年３月に、条例それから規則を改正

させていただいて、それ以降、18年、19年、

現在も周知啓発を図っているところでござい

ます。いろんな業種がございますけれども、

全体的に、この201人槽以上500人槽程度とい

いますと、例えば、学校だとか、病院だとか、

いろんな団地がございまして、私どもの方で、

いろんな会議等がございますので、そういう
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場を利用しまして、パンフレット等を配布し

まして説明しておるところでございます。こ

ういう条例規則改正等をスムーズに実施して

いくためには、その中身を知ってもらうこと

が大事というふうに考えております。

それから、いろんな助成制度等もあります

ので、こういうふうなものも説明させていた

だいております。これも引き続き、20年４月

施行でございますので、それまで説明してい

きたいというふうに思っております。

○鬼海洋一委員 じゃあ、特に企業等から、

この４月1日施行に向けて、特段問題になる

ような状況では上がってきていないというこ

とで理解しておいてよろしゅうございますか。

○林田水環境課長 水環境課でございます。

各保健所の担当者会議等の説明でもお話し

しておりますし、県本庁の職員が出向きまし

て、会議等に出席して、その場で説明すると

いうふうなことがございますけれども、今ま

で約２年間説明をしてまいりまして、特にこ

れといった課題等があるというふうなことは

聞いておりません。

以上でございます。

○中原隆博委員長 よろしいですか。ほかに。

○児玉文雄委員 それにちょっと関連してで

すが、ちょっと私が常識不足でわからないん

だけど、例えば、10人槽とか50人槽とか200

人槽、その単位はどっちから持ってくるのか

と。その建物内に、日に何人来た場合に、そ

のうち何人が使用するだろうと、そういう基

準で何人槽と。だから、例えば、100人の出

入りがあったとき、半分ぐらいはそこを利用

するかもしれぬから50人槽だとか、そういう

決め方、基準というのは何かあるんですか。

○林田水環境課長 水環境課でございます。

これは、そういう浄化槽にもいろいろ大き

さがございまして、そういう浄化槽を設置し

ている、あるいは設置する予定の事業所等を

対象にしております。したがいまして……

○児玉文雄委員 そうじゃないんだよ。人間

が、例えばデパートだったら、下手すると日

に1万人も来るかもしれないと。そういうと

き、何人槽という決め方、基準になってくる

かということなんですよ。浄化槽の大きさじ

ゃないんですよ。それはわかるんですよ。

浄化槽というのは、50人槽とか何人槽とい

うのはこれは今でもあるんだから。そうだけ

ど、50人槽というのは、そこに人口が１日に

何人出入りするであろうと。だから、それか

ら割り出して、その人間の数だけで、50人出

入りするから50人と決めているわけじゃない

とわしは思うんだけど、その決め方は、どう

いう決め方をするのかということです。

○林田水環境課長 失礼いたしました。水環

境課でございます。

一応その内容は、建築基準法の中で床面積

等によって決まっているそうでございます。

○児玉文雄委員 それは説明になっとらぬよ。

床面積というたら――なら、グランメッセだ

ったら、床面積だったらえらい大きいよ。そ

れで何人槽に決めるなんて、そういうばかな

話はないよ。

○林田水環境課長 後で確認して報告させて

いただきます。失礼いたしました。

○中原隆博委員長 児玉委員、よろしゅうご

ざいますか。

じゃああと、児玉委員を含めた皆さん方に、

その資料を提示してください。

ほかに。
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○西岡勝成委員 水産振興課長、先ほど、有

明海、八代海の水質の改善といいますか、で

きている部分とできていない部分、水環境課

長から説明がありましたけれども、赤潮が発

生をして、天草の魚類養殖あたり30億かな、

大被害を出したり、ノリの不作だったり、ア

サリの減少だったり、いろいろな問題があっ

て、再生の法ができて、今それぞれ、水質の

浄化に向けてやっているんですが、こういう、

水質が徐々に改善をされてますよね、数値的

には。すると気象条件が、仮に雨が降ったり

水温状態が重なった場合は、またあのような

大災害が起きる可能性というのはあるんです

か。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

大災害といいますのは、魚が死ぬという災

害でしょうか。

○西岡勝成委員 そうそう、被害。

○堤水産振興課長 平成２年に10億円ほどの

魚類の被害がございます。それから、平成12

年に40億円の被害がございます。それから、

15年が６億、16年が２億、17年が6,000万と

いうことで被害があるわけでございますけれ

ども、一番大きな被害の平成12年の40億とい

いますのは、これはコクロディニウムポリク

リコイデスというものでございまして、これ

は雨が降ったらたちどころに消えてしまうと

いう非常に雨に弱い生き物でございます。

今、先生が言われました、たくさん雨が降

って栄養がふえれば出てくるのか、そしてま

た影響を及ぼすのかというのは、ポリクリコ

イデスはないわけでございますけれども、シ

ャトネラ属については、可能性はあるのでは

ないかというふうに思っております。

ただ、このシャトネラですと、栄養もとり

ますけれども、鉄の要求量が非常に高いわけ

でございます。燐１に対しまして、窒素が16、

炭素が106、元素でですね。それから、普通

ですと１万分の１程度の鉄でいいんですけれ

ども、このシャトネラ属というのは1,000分

の１程度が必要でございますので、鉄があれ

ばその可能性もまたあるのではないか、非常

に大きな被害が出る可能性はあると思います。

○西岡勝成委員 ということは、水質がこれ

で徐々に改善はされているけれども、条件さ

え整えばまだ可能性はあるということですね。

○堤水産振興課長 有明海では、昭和50年代

から見ますと、大きな波でいきますと栄養塩

というのは減りつつございます。それから、

八代海ですと、平成７年以降は全体的に見ま

すときれいになってきているというわけでご

ざいますけれども、栄養要求というのがそれ

ぞれございますので、それぞれの条件に合っ

たプランクトンが出て被害を及ぼす可能性と

いうのは十分あると思います。

○西岡勝成委員 そこでなんですけれども、

今回の一般質問でもさせていただいています

が、マグロの養殖が、牛深の場合は外洋で始

まりますけれども、新和沖にも大々的なマグ

ロの養殖が計画されて、これは八代海なんで

すけれども、魚類養殖でも、今までは投餌の

仕方あたりも随分変わってきまして、一時は

ミンチでばんばんやっていたやつが、もうペ

レット方式になって、需要効率というのが非

常によくなって、海洋も汚染しづらくなって

きているんですが、マグロの場合は生えさを

１匹ずつやると聞いておりますけれども、そ

のマグロの養殖によって海域が汚染されたり、

そういう負荷といいますか、環境負荷を与え

るようなことは、ふんを含めて考えられない

んですか。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

現在、マグロの養殖は、今、西岡委員の方
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から言われましたように、牛深で１カ所、こ

れは小規模でございます。270メーターの670

メーターぐらいの広さでございますけれども、

もう一つ、内湾の方は新和町沖でございます

が、これは１キロ掛ける４キロぐらいの占有

面積がございまして、２万匹ぐらいのマグロ

を養殖するという計画でございます。

今、下が汚れないのかということでござい

ますけれども、これはミンチでえさをやりま

すと、これが水の中に散らばって食べない部

分が非常に多いということで、汚染の度合い

というのが大きかったわけでございますけれ

ども、マグロの場合は、生えさではございま

すけれども、ミンチにかけるわけではござい

ませんで、１匹物をやるということで食い残

しはないのではないかなというふうに思いま

す。ただ、ふんがございます。その辺は、こ

れからどういうふうになるのか見ていきたい

と思います。

ということで、今、試験養殖でございまし

て、これは正式な本免許ではないわけでござ

います。その辺が非常に汚染が大きいという

ことであれば、これは規模を縮小するなり、

場所を変えるなり、また検討していきたいと

いうふうに思っております。

○西岡勝成委員 いろいろ、調査は試験養殖

の中でもしてほしいと思いますし、海外でも、

地中海あたりでは大々的にやっている前例も

あるわけですから。特に海外では、そういう

環境の循環型、要するに永続的に養殖ができ

る体制というのはかなりできているんですね。

そういう面では、海外の例あたりも参考にし

ながら、特に八代海は内海の養殖場でござい

ますので、その辺も十分気をつけた上で調査

を継続して、環境負荷がないような養殖を持

続できるようにお願いをいたしておきたいと

思います。

○岩中伸司委員 本会議でもかなり質問が出

ていたんですが、地球温暖化ですね。農産物

ではかなり影響が出ているんですが、これは

海の場合は、先ほども、ヒラメの稚魚の放流

12万匹だったですか、そんな形で毎年毎年ク

ルマエビもそうやって進めているんですが、

この辺は、温暖化は海の場合は何か影響が今

出てますかね。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

まず、温度によって――温度といいますの

は、海の場合、まず、直接温度が高くなるこ

とによる影響というのが１つあるのではない

かと。もう１つは、間接的に影響を及ぼす。

例えば、温度が上がることによって潮位が上

がる、水流が変わる、海の潮の流れが変わる、

こういうことによる影響、２つあると思いま

す。

特に、温度が――例えばこの前、水産研究

センターの方で、30年間で0.5度上がったと

いう報告がありましたけれども、0.5度とい

いますのは、我々にとっては、陸上にとりま

すと、その５倍ぐらいの温度差に当たるわけ

でございます。大体、15～16度から28度ぐら

いまでしか変化しない中での0.5度でござい

ますので、非常に大きな影響を及ぼしており

ます。

特に、よく報道されますのがサンゴの白化

等でございますけれども、ああいった直接の

影響もございますし、それからあと、北方系

の魚というのを我々は養殖しております。北

方系といいますのは、余り暑さに強くない。

例えば、トラフグですと、これは弱いわけ

でございます。それから、ヒラメが弱いわけ

でございますので、温暖化が進んでまいりま

すと、養殖対象魚種から外す必要があるのか

なというふうに思っているわけです。そのか

わり南の方のやつを持ってくるという方法が

ございます。

それから、もう一つは、潮流が変わったり

しますので、卵が流れていく、潮の流れが変
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わることによって、稚魚の流れ、動きが変わ

ってくる。それからあと、干潟の面積が、例

えば有明海でいいますと狭くなりますので、

それに関して、いろんな底生生物が関係した

生物が変わってくるという可能性がございま

すので、直接、間接的に大きな影響があると

いうことでございます。

○岩中伸司委員 そうすると、今、30年で0.

5度上がった、そういう、直接、間接、影響

を受ける可能性があるということですが、現

実はそうまでいってないと。今おっしゃった

ように、ヒラメや北方の方の魚ですね。南の

方のやつを養殖で持ってくりゃよかというば

ってんですね、南の魚は、うもなか……。寒

いところのやつが刺身でもうまかとですね。

やっぱりそれは、そのやり方で魚種の選び方

があるだろうと思いますが、今、そういう影

響が確認できていますか。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

まず、養殖でいきますと、食べ物ではござ

いませんけれども、真珠貝、アコヤガイでご

ざいますけれども、これが温度がちょっと高

くなってきたということで、死ぬことはない

んですけれども、元気がない。元気がないも

のですから玉がよくない。西岡先生が一番お

詳しいと思いますけれども、光沢がない真珠

ができてきたということで、今は、その中か

ら選抜育種をいたしまして、高温に強いとい

う品種をつくるということもしておりますし、

ノリ養殖、これも今使っておりますスサビノ

リ、これは北海道原産でございますので、暑

さに弱いわけでございます。そういったこと

で、その中から今、選抜育種をしまして、強

いものを持ってくるというようなことで対応

しております。大体養殖ではそういう状況で

ございます。

それからあと、天然物でございますと、天

然の魚がずっと減ってきておりますので、そ

れは、はっきりはわかりませんけれども、そ

の辺の影響もあるのではないかというふうに

思っております。

○中原隆博委員長 よろしゅうございますね。

ほかに。

○城下広作委員 ６ページの例の生活排水対

策の下水道の普及のことですけれども、目標

が22年までに82％、いわゆる全国平均に近づ

ける、全国平均に並べるということですね。

ということは、全国平均よりは、今は低いわ

けですね、72％台ですから。それで、大体１

年の推移を見ても２％前後ぐらい改善をして

きているということで、単純に３年、目標年

次を定めても、82には計算では行かないです

よね。

だけど、こういう昨今の財政状況で、各市

町村、なかなかこれをやろうといっても、当

初どおりの計画でやれるかと、これもなかな

か現実難しいと。だけど、目標はこういうふ

うに掲げる。これが現実にできるかできない

のかという、この辺の目測をどういうふうに

考えているのかということと、よく公共下水

はお金がかかるから、私たちは、特に市町村

設置型、いわゆる小さな浄化槽という形で、

コミュニティーという形でやった方がいいん

じゃないかと言ってるんですよ。ところが、

市町村でも、結果的には、市町村の負担はや

らないかぬからできないということで、いい

のはわかっているけどできないというのが、

現場ではよく返事をされている状況です。

そういうことも含めて、法律も改正して、

単独浄化槽の撤収なんかも、非常に対象を広

げて、補助金を出して、単独浄化槽を撤収す

るようなこともやっているんですけれども、

生活排水対策で、目標は82％と大きいんです

けれども、この辺の感触を含めて、ちょっと

どうかということをお尋ねしたいと思います。
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○冨田土木部次長 まず、82％の目標のこと

でございますけれども、確かになかなか厳し

いところがございます。ただ、ここのところ

の伸びを見ておりますと、全国の伸びよりは、

やはり熊本県のそれぞれの伸びというのは、

なかなか大きな伸びは示しております。

それで、最終的に82％にいくかどうかとい

うのは、それに向けて努力はしてまいりたい

と思っております。最終的に、今この時点で

マルになるかペケになるかということは一概

には申せませんけれども、そこは一生懸命や

っていきたいと思います。

それから、後半の部分でおっしゃいました

浄化槽の方ですね。こちらの方につきまして

も、先ほど御説明しましたように、撤去費用

の話、これも拡充いたしましたし、引き続き、

国の方にも、そういう助成制度でありますと

か、そういったことについて要望してまいり

たいと、そういったことの中で実現してまい

りたいと思っております。

○城下広作委員 いずれにしても、有明海、

八代海の再生に関しても、生活排水の改善と

いう、これも大事なポイントでしょうから、

この辺もしっかりとやっぱり取り組むような

形――ただ、財政が厳しいから、やっぱり結

果的には、こういう予算をつけても理解をな

かなかしてくれないという環境も現実にはあ

ります。公共事業の投資という形の部分で、

環境の面から大事だということで、この辺を

しっかりと頑張っていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○中原隆博委員長 御要望ということで。

ほかにございませんか。

○森浩二委員 作れいと覆砂の件ですけれど

も、これを見ていると、19年度の事業ですけ

れども、今後の予定で、20年度はどういうふ

うになっておりますか、来年度は。

○久保田漁港漁場整備課長 覆砂、作れいに

つきまして、なかなか非常に有効的な事業で

はあるんですけれども、要望が逆に少のうご

ざいまして、うちの方でも毎年、来年度の予

算要求に向けまして、各町村に照会をしてい

るところでございますけれども、大体今の状

況では、19年度と20年度、同じぐらいの予算

ということで考えておるところでございます。

○森浩二委員 場所はまだ決まってないんで

すね。

○久保田漁港漁場整備課長 場所は、町村も

大体決まってはおるんですけれども、金額的

には、全体的で県内では同じぐらいというと

ころでございます。

○中原隆博委員長 よろしゅうございますか。

ほかに。

○浦田祐三子委員 済みません、ちょっとお

尋ねいたします。

29ページの再生に向けた講演会と関係者等

との意見交換会の件なんですけれども、これ、

９月22日の長洲町で行われました講演会にだ

け参加をさせていただいたんですけれども、

参加者の方からの意見で、非常によかったん

ですけど、ただ、説明が早過ぎてわかりづら

かったところもあったし、また、こういう活

動は、次はないのかなという意見もいただい

ております。今後の予定といたしましてはど

うなのかを教えていただけますか。

○坂本環境政策課長 森永環境政策監の方で

お答えをさせていただきたいと思います。

○森永環境立県推進室長 環境政策監の森永

でございます。

29ページの(3)の一番下のポツに書かせて
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いただいておりますように、今、御紹介があ

りました長洲町の方で意見交換会、それから、

荒尾の方で９月に体験実習をやったところな

んですが、それに加えまして、本年度、来年

の２月２日に八代海域を対象とした講演会あ

るいは意見交換会ということで、八代市のハ

ーモニーホールの方で開催を予定しておりま

す。

それから、学校の先生方、小中学校の理科

とか社会の学校の先生方を対象といたしまし

た体験実習のセミナー、子供さん方を干潟に

連れていってもらうための――これは12月22

日、大分寒い中ではございますが、三角の戸

馳の方で、宇城地域中心に開催をさせていた

だくよう予定いたしております。

有・八再生についての普及啓発という意味

では大変効果もあってまして、重要な事業だ

と考えておりますので、来年度以降も、引き

続き継続していきたいと考えているところで

ございます。

以上でございます。

○浦田祐三子委員 また、玉名地域の方でも

ぜひお願いしたいと思います。せっかくの機

会ですので、もっと参加者を募って――もっ

たいないと思うんですよね。だからぜひよろ

しくお願いいたします。

○中原隆博委員長 浦田委員からも御指摘が

ございましたように、事務的に立て板に水で

となると、なかなか消費者は、あるいは説明

会に来た人あたりは、ふだんなれていない部

分があると思うんですね。そこには高齢者の

方もおられますので、一言一句かみしめるよ

うな形で説明していただくと、より理解が深

まるんじゃないかと、そういう御指摘だった

と思いますので、その点配慮しながら、今後

の説明会等には当たっていただきたいと思い

ます。

ほかに。

○山口ゆたか委員 14ページの法令の遵守、

指導についてお聞かせください。

排水監視について、平成18年度は13件の改

善指導を行われておりますが、その後、排水

基準を満たした改善がなされているのか、そ

ういったことを調査されているのか、お聞か

せください。

○林田水環境課長 水環境課でございます。

保健所あるいは本庁の職員が水質調査をい

たしまして、その結果を調べて、相手方とい

いますか、企業の方にお知らせするわけです

けれども、これは当然、その後、本当に改善

されたかどうかということまで、最後までチ

ェックしてまいります。

特に、いろんな業種によりましてはなかな

か採水が難しいというような状況もございま

すので、そういう場合も我々、いろいろ知恵

を出して対応していって、最後までやってお

ります。

以上でございます。

○山口ゆたか委員 あと１点お聞かせくださ

い。

28ページです。

海砂利採取のことについて、また指導があ

っておりますが、このあたりのことをちょっ

と詳しくお聞かせいただければと思います。

特に、計画等を、採取業者団体が策定した

採取量でつくられておりますので、県として

はどのように対応していかれるのか、お聞か

せください。

○坂本環境政策課長 環境政策課でございま

す。

海砂利採取についてのお尋ねでございます

が、27ページの方に記載をいたしております

とおり、組合の方で、17年度から19年度まで、

３カ年間にかけましては、自主規制という形
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で削減を行っていただいております。

ただ、これは19年度で終了するという予定

でございますので、27ページのところに記載

しておりますとおり、県として、県議会から

の提言を踏まえまして、県としての海砂利採

取の削減計画を策定しようということで、環

境政策課、それから関係課でございます産業

支援課、水産振興課、河川課一緒になりまし

て検討会議を設置いたしまして、現在、県と

しての削減計画の内容について検討を行って

いるところでございます。まだ最終的に公表

できるだけの段階まで至っておりませんけれ

ども、今現在、最終的な詰めの検討を行って

いるところでございまして、できるだけ早期

に取りまとめをいたしまして、また、その際

には、県議会の方にも御報告をさせていただ

きたいというふうに考えております。

○山口ゆたか委員 今年度等の指導とか、そ

ういった調査は、されていないということな

んですか。

○前田産業支援課長 山口委員のお尋ねの件

は、採取量の把握の件だと思いますが、現在

やっておりますのは、産業支援課、それから

河川課、それから水産振興課合同でのパトロ

ールを年に一遍、それから産業支援課におき

まして、帳簿の調査とか歩どまり調査、そう

いう立入調査、定期の通告のやつを年２回、

それから無通告のものを随時という形でやっ

ております。

以上でございます。

○山口ゆたか委員 その無通告は、今年度は

何回ほどやられたんですか。

○前田産業支援課長 随時、年に１回以上は

やることにしておりまして、無通告なもので

すから、結果的に相手が不在でいないという

ケースもありますが、年１回はやりたいとい

うふうに考えております。

○中原隆博委員長 よろしゅうございますか。

ほかに。

○内野幸喜委員 先ほど、浦田委員の方から

ちょっと質問があったところと若干ダブる点

があるかもしれないんですけれども、実は、

12月１日に海上保安庁さんの訓練を、有明フ

ェリーに乗って見るというのがありました。

そこで、地元の長洲小学校の５年生、６年生

児童と、あと保護者、総勢70名ぐらいだった

ですかね、有明フェリーから海上保安庁さん

の訓練を見るという、１時間半ぐらいなんで

すけれども、体験学習というのをさせていた

だきました。

その前に、玉名地域振興局の内布水産課長

から御協力いただきまして、出前講座をやっ

ていただきました。その出前講座が、小学５

年生、６年生、また児童にとっては、非常に

興味深かったと。こういうのはよかったと、

また機会があればそういうのをやっていただ

きたいと。その内容については、やはり有明

海というのはこういうところなんですよと、

そういう話だったと思うんですね。

今、実際そういった出前講座とか――これ

に書いてあるのは、小中学校の教師とかと書

いてありますけれども、例えば、児童であっ

たり、生徒であったり、そういったところに

そういった普及活動というのはやっているの

か。もしやっていたら、大体、年間どれぐら

いやっているのかというのをちょっと教えて

いただければと思います。

○森永環境立県推進室長 今、有・八の再生

についての啓発のための出前講座を、どれぐ

らいやっているかという御質問でございます

けれども、基本的には、前回もちょっと御紹

介しました、こういう啓発パンフレットをつ

くっておりまして、こういうのを活用して、
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一応広く、出前講座というのを受けますよと

いうことでアピールをしています。

それで、年間どれぐらいというのは、まだ

始めたばかりなので、数としてはそんなに出

ておりませんけれども、先ほどお話がありま

したように、小学校に出かけていったりとか、

町内会の会合に出かけていったりとか、ある

いは漁協の会議の中で説明してくれというこ

とで出向いていったりとか、そういう、いろ

んな場面で再生の重要性について訴えるとい

うことで啓発活動をやっているところでござ

います。

今後とも、引き続き、啓発は頑張っていき

たいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。

○内野幸喜委員 今、やはり保護者の中でも、

なかなか昔の方と違って、海について詳しく

説明できないと。やっぱりそういった専門の

方に、より身近な有明海だったり、八代海、

そういったところの説明をいただければ、子

供たちにとっても将来絶対ためになるという

ことで、本当に評判よかったので、そういっ

たことを積極的にやっていただきたいと思い

ます。

○中原隆博委員長 御要望でよろしゅうござ

いますか。

ほかにございませんか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○中原隆博委員長 それでは、以上でこの

件に関する質疑は閉じます。

続きまして、報告事項で執行部から説明を

お願いいたしたいと思います。

まず、有明海及び八代海を再生するための

特別措置に関する法律の一部改正の動きにつ

いて。

坂本環境政策課長。

○坂本環境政策課長 それでは、別冊の報告

事項の資料１ページをお願いいたしたいと思

います。

今、御紹介がありました、有明海及び八代

海を再生するための特別措置に関する法律の

一部改正の動きについてということでござい

ます。

１の法改正の状況のところに記載しており

ますが、有明海・八代海再生特別措置法では、

その附則におきまして、法は施行日から５年

以内に必要な見直しを行うものとするという

ふうに規定をされているところでございます。

この規定を受けまして、同法の一部を改正す

る法律案が、本年の11月26日、今臨時国会に

議員提案により提出されたということでござ

います。

その内容でございますが、２でございます。

法で設置をされております有明海・八代海

総合調査評価委員会につきまして、５年の見

直し期限経過後も、常設の委員会として、引

き続き、有明海、八代海の再生に係る評価を

行うことができるようにするため、その所掌

事務につきまして、中ほどに表を記載してお

りますけれども、25条の関係部分について、

記載のとおり改正をしようというものでござ

います。

なお、この法案、まだ国会に提出されたと

いう段階でございまして、今後の審議の見通

しというものも明らかではございませんけれ

ども、これまで、関係６県で、国に対して提

案を行ってきた事項でもございます。

県として、引き続き、改正法案の審議経過

を注視しながら、また情報収集も行っていく

ことといたしております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 それでは、続きまして、

平成19年度のノリ養殖状況について。

堤水産振興課長。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。



- 24 -

２ページをお願いいたします。

ことしのノリの養殖状況について御報告を

させていただきます。

まず、ノリの種つけについてでございます

が、これまでですと10月の初めに行っていた

わけでございますが、ことしは、適水温であ

ります24度Ｃに低下するのがおくれたという

ことから、有明海では10月23日から27日にか

けて、それから八代海では10月25日から開始

されております。

そして、ノリ芽でございますが、種つけは

おくれたわけでございますけれども、その後

水温が順調に低下をしたということで、現在

では良好な生育を示しておるわけでございま

す。ただ、採苗がおくれたということで、摘

採、摘み取りは、例年よりは約20日程度おく

れておりますし、県漁連の初入札も、従来で

すと11月に行われていたわけでございますが、

ことしは12月に設定をされております。

それから、ほかの県の状況でございますが、

佐賀県、福岡県とも、今説明をいたしました

熊本県とほぼ同様の状況でございます。

今後の対応でございますが、これからも、

県漁連の方と連携をいたしまして、適切な養

殖管理について指導をしてまいります。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

それでは、続きまして、八代海における魚

類養殖漁場の底質調査の結果について。

岩下水産研究センター所長、どうぞ。

○岩下水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。

３ページをお願いいたします。

八代海における魚類養殖漁場の底質調査の

結果でございます。

八代海の環境保全といったものを考えてい

きますときに、魚類養殖漁場からの負荷が、

赤潮の発生あるいは貧酸素、魚病発生等に影

響を与えているのではないかというふうによ

く言われているわけでございますが、そうい

ったものにおきまして、養殖漁場の汚染状況

を知る上で、汚染の重要な環境指標でござい

ます底質の硫化物調査を行ってきております

ので、その結果について御報告申し上げます。

図１を見ていただきたいと思いますが、調

査の方法でございます。

平成３年度から、八代海の魚類養殖漁場５

地域、14定点で、春夏秋冬年に４回、底質の

汚染度をあらわします全硫化物量等の定期調

査を実施してきております。

図１は、非常に小さくて申しわけございま

せんが、棚底、下浦、宮野河内、御所浦、福

浦で、それぞれの地点で行っております。

このほか、牛深、羊角湾、あるいは富岡の

方でも同じようにやっておりますけれども、

今回は八代海ということに限定させて報告さ

せていただきます。

その結果でございますが、図２を見ながら

御説明してまいりたいと思います。

まず、図２の左の縦軸でございますが、こ

れが全硫化物でミリグラム・パー・グラムの

乾泥でございます。右の方が魚類養殖の生産

量でトンであらわしてございます。平成３年

から19年の16年間について調査いたしており

ますので、この結果でございます。

まず、赤い丸が八代海の魚類養殖の生産量

、でございまして、平成６年に１万7,000トン

それから減少いたしまして、平成11年には9,

800トンまで減少いたしております。それか

ら若干持ち直しといいますか、生産増がござ

いまして、農林統計の平成17年の数字で１万

3,000トンというレベルにございます。

これに対しまして、四角の黒丸が八代海の

全硫化物の14定点の平均値でございます。こ

れは、平成３年から平成６年にかけまして非

常に増加してまいりました。その後は、生産

量の減少に沿いまして同じような形で減少い

たしまして、平成12年には最低値になってお
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ります。

ここから違いますのは、その後、魚類養殖

の生産量は増加いたしておりますが、Ｔ－Ｓ

の平均値の方は、もちろんそこにでこぼこが

ございますが、減少いたしまして、平成18年、

19年には、ちょうど真ん中に米印で書いてご

ざいますが、熊本県の魚類養殖基準の目標値、

底質の硫化物量が0.14ミリグラム・パー・グ

ラム乾泥以下であり、増加傾向にないことと

いう目標がございますが、これを18年、19年

は下回っております。

こういった傾向を示しますことにつきまし

て、原因といいましょうか、そこを若干考え

てみますと、底質の負荷の原因といいますの

は、養殖行為に基づきます残餌とか、あるい

はふんとか、そういったものが主な原因でご

ざいます。

そういったことで、えさについて見ますと、

先ほど西岡委員の方からもお話ございました

ように、当初の本県の魚類養殖といいますの

は生えさ中心の投餌方法でございまして、特

に、平成元年にイワシの生産量がピークを迎

えまして、それから、イワシの生産量が減る

とともに、平成４年あたりが、モイストペレ

ットと言いまして、配合と生えさがまざった

状況ですね。平成９年から、大体、現在と同

じようなえさの様式といいましょうか、そう

いった固形の配合飼料が次第に使われてきて

いると。

現在は、大体、タイにおきまして、当歳魚

や２歳魚はほとんどペレットを使っておりま

す。仕上げにモイストを使うというような形。

タイの場合、８～９割がもう既に配合に変わ

っていますし、ブリでは６割程度というふう

に言われているところでございます。そうい

ったことで、生えさからの転換といったもの

が１つ影響として考えられます。

次に、同じような配合飼料の改良といいま

しょうか、例えば栄養価の高い飼料を使う、

あるいは浮遊性のよい、つまりロスの非常に

少ないえさといった、そういった配合飼料そ

のものの改良といったものもございますし、

むだのない適正給餌の管理といったものもご

ざいます。

あわせまして、今、水産振興課の方で進め

ています漁場改善計画、こういったものとい

った、生産者自身の努力といったものも加味

されるのではないかと思います。

こういったものが、もろもろの要因により

まして魚類養殖場への負荷が緩和されたこと

によりまして、減少に転じているのではない

かというふうに考えるところでございます。

今後とも、本調査を継続いたしまして、魚

類養殖漁場の環境を把握しますとともに、養

殖魚種ごとの適正給餌、そういったものも指

導する中で、底質の改善といったものに努め

てまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○中原隆博委員長 ありがとうございました。

今３つのことにつきまして、それぞれ報告事

項がなされたわけでございますけれども、た

だいまの報告について何か質疑はございませ

んか。

○城下広作委員 ちょっとだけ確認を。

ノリ養殖の件なんですけれども、諫早の門

を締め切ってから以降の分ですけれども、要

するに、ノリの総量とか総生産、金額でもい

いですけれども、それを締めた以降から基本

的には下がってきているんですか、横ばいな

んですか。最近ちょっと悪いとか、余り聞か

ぬもんだからですね。その辺の状況を……。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

平成12年の秋から13年の春といいますか、

冬ですけれども、にかけまして色落ちがあり

ましたけれども、それ以降は、これはたまた

ま塩分が濃ゆかったんです、雨が降らなくて。

そのときに、外洋からリゾソレニア・インブ
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リカータという大型のプランクトンが入って

きまして、それによって――大型でございま

すので、長生きでございますし、えさのとり

方が非常に大きかったということで、たまた

ま栄養塩が不足して色が落ちたわけでござい

ますが、その後はそういった状況にない、ふ

つうの状況でございまして、逆にといいます

か、少しいい状況にございまして、一昨年は

過去最高の生産枚数を誇ったぐらいでござい

ます。

○城下広作委員 要するに、締め切った後に

極端にノリの量が落ちたということはなくて、

逆に言えば、ちょっと量がふえて、とれてい

るという状況にあるということですね。

○堤水産振興課長 そのとおりでございます。

○城下広作委員 わかりました。

○田大造委員 水産振興課の堤さんにお聞

きしたいんですが、民主・県民クラブのほか

の議員の方と天草に視察に行きまして、漁民

の方とお話しする機会があったんですが、天

草の特産品て何ですかというふうに質問しま

したら、漁民の方が、漁業をやられている方

が、いや特になかとばいねと。ブランドとい

うのがない、とれたものを売っていると。

県の各部が一生懸命やられているというの

は、こういう報告でもわかるんですが、なら、

養殖してそれをブランドまで確立していくと、

熊本県民もしくは日本じゅうの人が、熊本の

水産物はこれだと言って初めて、政策として

成就すると思うんですが、そういう取り組み

は、今具体的にやられているんでしょうか。

○堤水産振興課長 水産振興課でございます。

これは、ブランド化というのは進めており

ますけれども、今のところ、例えばアジ一つ

とりましても、苓北町でいきますと天領アジ、

それからちょっと下がった﨑津でいきますと

﨑津アジ、それからもう少し下がった牛深で

いきますと天草灘アジということで、非常に

狭い範囲で幾つもブランド化されているとい

う状況なんです。

ですから、同じアジでございますので、こ

れからは、もう少し大きなエリアで安定的に

供給できるように、そういった方向でもって

いかないとうまくいかないのではないかと。

そういうことで進めてはいるんですけれども、

なかなか本当に売買にはちょっと結びついて

いないというところでございます。

○田大造委員 ぜひ、私たち議員なんです

が、執行部の方から、議員の方に、もっと何

というか、協力できるように突き上げるとい

うか、逆でもいいと思うんですね。議員とし

てやれることというのはあるはずですので、

ぜひ協力したいと考えていますので、御検討

のほどをよろしくお願いします。

○中原隆博委員長 御要望ということで。

そのほかで何かありませんか。

○鬼海洋一委員 その他で、懸案の課題にな

っております水俣湾のダイオキシンの除去、

市議会からも、市執行部の方からも、再三、

県の方に要請もあっているようですが、なか

なか進まない。

特に私も、２年ほど前に本会議で取り上げ

まして、緊急に除去しなきゃならないという

ことを、部長も答弁なさったわけですけれど

も、何かダイオキシンの危険性というのを、

保全課あたりはどういうふうに理解している

んでしょうかね。

わざわざこの件については、特別立法でダ

イオキシンの規制法ができるという、非常に

危険な物質であるにもかかわらず、４年も放

置されている現状については、どのようにお

考えなのかということと、それから、それに
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伴う現状の、特にこれはチッソとの関係等も

あるようですが、その辺の交渉と現状の経過

について――港湾課でしょうかね、お尋ねし

て答弁をいただきたいと思います。

○生喜港湾課長 水俣湾のダイオキシン類の

対策でございますけれども、平成14年４月に

底質調査の結果、360ピコグラムというダイ

オキシンが検出され、その後、水俣港の船だ

まりに、平成15年、16年の調査の結果、最高

920ピコグラムという濃度のダイオキシンが

検出されたわけでございます。量にしまして

は、県管理の分と水俣市の水路に底質として

たまっている分がございますけれども、合わ

せて約１万2,800立米でございます。

これにつきまして、平成15年にダイオキシ

ンの検討委員会を発足しまして、その委員会

の中で検討された結果、ダイオキシンの処理

工法につきましては、陸上に上げれば環境基

準値が1,000ピコグラムでありまして、最高9

20ピコグラムである底質の分については、陸

上で埋めて足りるということになっておりま

す。また、ダイオキシンの技術基準において

も、そのように、1,000ピコグラム以下であ

れば、埋め土で足りるというふうにされてお

ります。

こういう中で、公害防止対策事業として、

平成17年３月指定を受けたわけでございます

けれども、それと同時に、国土交通省から補

助事業として採択を受けております。

そういうことで、まず、緊急にとる必要が

あるということで、平成18年10月に地元への

第１回説明会を開きました。これは、地元の

３地区を対象にまず開いたわけでございます。

その結果、反対意見と申しますのが、処分地、

工法についての反対意見、工法については無

害化でしてくださいという要望と、それと処

分地は、チッソ工場内の敷地に処分してくれ

というような要望がありました。

そういうことで、私たちとしては、一応、

工法としましては、埋め土の非常に地盤がい

いチッソの敷地内ではあります。しかも、地

盤のいい場所を選定しまして、ここは岩盤で

ございますけれども、そこに、一応、凝集剤

で固めて埋めるということで説明したわけで

ございます。

その後、それについては不安であるという

ようなことがいろいろ出てきまして、県と市

で数回協議しまして、私たちも、凝集剤のか

わりに底質の汚泥を上げて、それをセメント

で一応固化して、ダイオキシンが流出しない

ようにして、そしてさらに、岩盤の上にシー

トを２枚、サンドイッチにしてシートを敷き

まして、そしてその上に埋めるというような

対策で、かなり基準以上の対策ということで、

そういう方針を持って、平成19年７月に第２

回の説明会を開いたわけでございます。

その中で、一応、参加者は28名ほどおられ

ましたけれども、県と市で開いたわけでござ

いますけれども、やはり前回、セメント固化

ということで提案したわけでございますが、

どうしてもやはり無害化をしてくれというよ

うな要望、それと、場所はチッソ工場内とい

うことが以前と変わらない要望であったとい

うことでございます。そして、さらに19年９

月に、もう一度、県市一緒に説明会をまた開

いたわけでございますけれども、これも説明

いたしましたが、前回と同じような理由で一

部反対がございました。

そして、その後、市議会等でもいろいろ出

ましたが、県と水俣市でもうちょっと――市

の方としても、もう少し住民に細かく説明し

たらどうかということで、その後、市の方も

自主的に、各反対の団体がございますが、そ

こに２回ずつほど説明を、つい最近までされ

ております。

県も、いろんな現地の状況、現場で立ち会

って、反対の団体等の方々にも、いろんな岩

盤の説明とか、熊大の教授を現地に呼んでい

ろいろ説明をしましたけれども、今現在とし
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ましては、そういう理解を得るということに

集中しているところでございます。県と市、

そういう歩調で、今現在説明を続けていると

ころでございます。

○鬼海洋一委員 現状については、現地の方

からも話をお聞きしておりまして、非常にさ

まざまな問題で十分合意が得られていないと

いうこと、それは非常に問題についてよくわ

かっているんですよね。

ところが、水俣というのは、公害のシンボ

リックな場所ですよね。しかもここで、環境

ホルモンという意味で、ある時期、数年前か

ら世界を非常に震撼させているこのダイオキ

シン、これの危険が存在するというのがわか

って、もう既に４年たっている。この状況に

ついて、環境保全課はいかがお考えでしょう

か。

○古庄環境保全課長 環境保全課でございま

す。

環境保全課といたしましては、現状のまま

で放置いたしますと、汚染された水底土砂が

湾内に拡散するおそれがあるため、港湾課の

事業に協力をいたしまして、一刻も早く着工

ができるよう、住民等の説明会には必ず出席

いたしまして、住民の方々が心配しておられ

ます、ダイオキシン類の飛散流出や工事に伴

う汚濁防止に関する監視を、十分行うことに

ついて説明をし、理解をいただくようにお願

いをしているところでございます。

以上でございます。

○鬼海洋一委員 先ほどの濃度ですから、急

性毒性というわけじゃないんですよね。しか

し、この存在というのが、特に環境ホルモン

というふうに指摘された最大の危険物質です

から、将来において、地域の皆さん方に、さ

らなる、今の水銀中毒とまた違った意味での

健康被害が及ぶという可能性については、そ

れは、現状では厳しいというふうに言わざる

を得ないんじゃないかというふうに思ってい

るんです。非常に高い濃度ですよね。

ですから、これはどこかで、もう４年もた

っているわけですから、早急に改善できるよ

うなそういうプッシュを、お互いに、部が力

を合わせてやるべきじゃないかというふうに

思っているんです。ぜひその点、ここで対応

を間違えますと、また同じようなことが、次

の世代に起きる可能性もありますので、どう

ぞ関係する方々はもちろんでありますが、部

を挙げて改善に取り組んでいただきますよう

にお願いしておきたいと思います。

○中原隆博委員長 御要望でよろしいですか。

○鬼海洋一委員 何か部長、ございましたな

らば……。

○中原隆博委員長 これはちょっと、今お話

があったとおりの内容を含んでおりますので。

環境生活部長。

○村田環境生活部長 環境生活部のスタンス

としては、もう、今、課長も言いましたよう

に、一刻も早くというスタンスはかわりはあ

りませんし、そう願うところですけれども、

地元の方々の御意向、先ほど話がありました

ように、無害化への意識と、いわゆる固める

という工法の違いとか、いろんな意見が闘わ

せられながら今日まで来ておるわけで、そう

いう状況も無視して、どういうふうに１歩２

歩先に進めるかという――土木の方も、我々

の方も、悩みながら今一緒に歩まさせていた

だいております。できるだけ我々も一緒にな

りながら、救済策と一緒ですけれども、一日

も早くということになりますけれども、努力

をしてみたいと思います。

○鬼海洋一委員 この解決については、最も
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影響力を持っているチッソそのものの対応、

反応がどうかという非常に大きな悩ましい問

題も抱えているというふうにも思っています。

ですから、その件については、現在の水俣病

の対策、振興の問題も含めて同じ部で扱って

いくわけですから、大変困難で御苦労をかけ

ると思いますが、さっき言ったような状況で、

これまた放置できない問題ですので、ぜひよ

ろしくお願いしておきたいと思います。

○中原隆博委員長 今の要望、しかと受けと

めていただきますよう、よろしくお願いいた

します。

それでは、ほかにないようでありますれば、

付託調査事件の閉会中の継続審査についてお

諮りをしたいと思います。

付託調査事件につきましては、引き続き審

査する必要があると認められますので、本委

員会を次期定例会まで継続する旨、会議規則

第82条の規定に基づき、議長に申し出ること

に御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり)「

○中原隆博委員長 異議なしと認め、そのよ

うにいたしたいと思います。

以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。

これをもちまして、第４回環境対策特別委

員会を閉会いたします。

ありがとうございました。

午前11時58分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

環境対策特別委員会委員長


